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い
わ
ゆ
る
年
収
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壁
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

来
年
度
税
制
改
正
に
向
け
て
い
わ
ゆ
る
「
年
収
の
壁
」
が
論
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す

る
。 

一 

高
市
内
閣
総
理
大
臣
は
「
年
収
の
壁
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
十
一
月
七
日
の
予
算
委
員
会
、
十
一
月
二
十
六
日
の
国
家

基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査
会
で
答
弁
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

い
わ
ゆ
る
「
年
収
の
壁
」
に
つ
い
て
は
、
年
収
が
増
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
税
金
等
の
負
担
に
よ
り
増
え
た
年
収
増
額
分

よ
り
も
世
帯
の
手
取
り
が
減
っ
て
し
ま
う
閾
値
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
高
市
総
理
は
国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査

会
で
「
年
収
の
壁
、
百
六
十
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
」
と
発
言
し
た
が
、
年
収
が
百
六
十
万
円
を
超
え
る
と
世
帯
の
手
取

り
が
減
少
す
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

二
〇
二
五
年
度
の
税
制
上
の
課
税
最
低
限
度
額
は
百
六
十
万
円
と
承
知
す
る
が
、
年
収
を
百
六
十
万
円
以
下
に
抑
え
る
た

め
の
就
業
調
整
は
ど
の
程
度
、
発
生
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
二
〇
二
五
年
度
税
制
改
正
で
い
わ
ゆ
る
「
年
収
の
壁
」
を
百

六
十
万
円
に
引
き
上
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
、
就
業
調
整
を
解
消
で
き
た
の
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 



 

２ 

 

四 

い
わ
ゆ
る
「
年
収
の
壁
」
は
、
税
制
で
は
な
く
、
社
会
保
険
料
の
三
号
被
保
険
者
が
所
定
の
年
収
を
超
過
し
た
こ
と
に
よ

り
一
号
ま
た
は
二
号
に
移
行
す
る
際
に
発
生
す
る
。
課
税
最
低
限
度
額
に
よ
り
就
業
調
整
を
行
う
者
よ
り
も
、
社
会
保
険
制

度
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
「
年
収
の
壁
」
に
よ
り
就
業
調
整
を
行
う
者
の
方
が
そ
の
数
が
多
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


